
お知らせ

上島町は町民の皆さんのマイホーム取得を応援します！

上島町新築住宅建設支援事業

町内定住人口の増加と町内建築業
者を含めた地域経済の活性化を図
るため、住宅を新築する施工主に対
し、補助金を交付します。

H30年度
まで延長！

●�対象者
 新たに住宅を建築する施工主で、以下の要件を満
たす方
１　 平成31年３月31日までの間に申請し、住宅を

新築する方
　２　 新築住宅の取得に1,000万円以上の費用を要

した方（土地代は対象外）
　３　上島町に定住の意思がある方
　４　 当該新築住宅を主として使用する方（別荘は

対象外）
　５　 交付申請時において、申請者および同居して

いる者に町税等の滞納がない方
●対象経費

土地代を除く、住宅の建築に要した費用
●補助金額

１　住宅取得補助
　　　上記対象者に対し、50万円を支援
　２　町内建築業者割増

　 町内建築業者を使って新築する場合には、更
に50万円を割増支援（上記１＋２＝100万円）

　３　移住者上乗
　 町内に住宅を新築する移住者（Ｉターンして

10年以内）は、上記金額に50％を上乗せ支
援（上記１＋２＋３＝150万円）

●申請時期
新築工事着手の２０日前まで
●申請先

上島町農林水産課

今治地区顔の見える家づくり支援事業

今治地区林材業振興会議では、木材利用を通して、
私たちの共有の財産である森林の整備を推進するた
め、今治地区内で生産された木材を使って住宅を建
築する消費者を支援いたします。

●�対象となる住宅
 今治市、上島町内に建築する在来工法の住宅で、
主要部材に地域材を50%以上使用し、延べ床面
積80㎡以上の住宅※地域材とは、越智今治森林
組合木材市場で取り扱われた木材です。
●対象者

今治市及び上島町に居住する消費者
●補助金額

１戸当たり10万円
●交付予定戸数

５戸
●申請期間

７月１日〜９月30日
●申請先

今治地区林材業振興会議事務局

問い合わせ
今治地区林材業振興会議事務局

（愛媛県今治支局森林林業課内）
☎0898-25-2193

問い合わせ
農林水産課　☎７５ー２５００

詳しくは、越智今治森林組合ＨＰ、又は下記事務局等
にお問い合わせ下さい。

詳しくは、上島町農林水産課にお問い合わせ下さい。
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お知らせお知らせ

６
月
１
日
は
、
人
権
擁
護
委

員
法
が
施
行
さ
れ
た
日
で
す
。

私
た
ち
の
町
の
相
談
パ
ー
ト

ナ
ー
で
あ
る
人
権
擁
護
委
員
は
、

委
員
制
度
の
周
知
お
よ
び
人
権

尊
重
思
想
の
普
及
・
高
揚
を
図

る
た
め
様
々
な
活
動
を
行
っ
て
い

ま
す
。
差
別
待
遇
、
暴
行
、
虐

待
、
体
罰
、
い
じ
め
、
プ
ラ
イ

バ
シ
ー
の
侵
害
な
ど
、
人
権
問

題
で
お
困
り
の
方
は
、
相
談
専

用
ダ
イ
ヤ
ル
を
通
じ
て
人
権
擁

護
委
員
か
松
山
地
方
法
務
局
へ

ご
相
談
く
だ
さ
い
。
相
談
無
料
、

秘
密
は
固
く
守
ら
れ
ま
す
。

●
各
種
相
談
ダ
イ
ヤ
ル
（
８
時

30
分
か
ら
17
時
15
分
ま
で
）

子
ど
も
の
人
権
１
１
０
番
☎

０
１
２
０
ー
０
０
７
ー
１
１
０

／
女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン

☎
０
５
７
０
ー
０
７
０
ー

８
１
０
／
み
ん
な
の
人
権

１
１
０
番
☎
０
５
７
０
ー

０
０
３
ー
１
１
０

●
上
島
町
の
人
権
擁
護
委
員

弓
削
地
区　
中　
　
美
幸
氏

生
名
地
区　
村
上
貴
志
夫
氏

岩
城
地
区　
山
本
功
太
郎
氏

魚
島
地
区

中
村

一
義
氏

人
権
擁
護
委
員
の
日

12
時
間
電
話
相
談
開
設

●
相
談
内
容　
差
別
待
遇
、
暴

行
、
虐
待
、
体
罰
、
い
じ
め
、

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
侵
害
等
、
家

庭
お
よ
び
近
隣
関
係
等
に
お
け

る
人
権
問
題
に
関
す
る
あ
ら
ゆ

る
相
談

※
予
約
不
要
、無
料
、

秘
密
厳
守

●
日
時　
６
月
１
日
（
木
）
９

時
か
ら
21
時
ま
で

●
電
話
番
号　
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ

ル
０
１
２
０
ー
３
２
５
ー
１
１
０

携
帯
電
話
可

●
相
談
担
当
者　
人
権
擁
護
委

員
、
法
務
局
職
員

●
主
催　

松
山
地
方
法
務
局

愛
媛
県
人
権
擁
護
委
員
連
合
会

●
相
談
内
容　
い
じ
め
、体
罰
、

児
童
虐
待
な
ど
、
子
ど
も
の
人

権
問
題
に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る
相

談

※
無
料
・
秘
密
厳
守
・
予

約
不
要

●
日
時　

①
６
月
26
日
（
月
）

～
30
日
（
金
）
８
時
30
分
～
17

時
／
②
７
月
１
日
（
土
）、
２
日

（
日
）
10
時
～
17
時

●
電
話
番
号

フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ

子
ど
も
の
人
権
１
１
０
番

強
化
週
間
電
話
相
談
開
設

ル
０
１
２
０
ー
０
０
７
ー

１
１
０

※
携
帯
電
話
可
、
Ｉ

Ｐ
電
話
不
可

●
相
談
担
当
者　
人
権
擁
護
委

員　
法
務
局
職
員

●
主
催　

松
山
地
方
法
務
局

愛
媛
県
人
権
擁
護
委
員
連
合
会

平
成
29
年
度
教
科
書
展
示
会

を
次
の
と
お
り
開
催
い
た
し
ま

す
。今

年
度
は
、
平
成
30
年
度
か

ら
使
用
す
る
小
学
校
用
教
科
用

図
書
「
特
別
の
教
科

道
徳
」

の
採
択
の
年
度
と
な
って
お
り
ま

す
。
子
ど
も
た
ち
が
来
年
度
よ

り
使
用
す
る
教
科
書
を
ぜ
ひ
手

に
と
っ
て
ご
覧
に
な
っ
て
い
た
だ

き
た
い
と
思
い
ま
す
。「
特
別
の

教
科

道
徳
」
以
外
の
小
学
校

用
教
科
用
図
書
及
び
中
学
校
用

教
科
用
図
書
の
採
択
替
え
は
あ

り
ま
せ
ん
。
な
お
、一般
の
方
も

自
由
に
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

●
期
間　
６
月
16
日(

金)

～

29
日(

木)

９
時
15
分
～
17
時

●
会
場

せ
と
う
ち
交
流
館
朗

読
室

※
閉
館
日
は
あ
り
ま
せ
ん
。

教
科
書
展
示
会
開
催

平 成２８年 度 情 報 公 開・
個人情報保護制度請求状況

一般会計支出内訳／塵芥・ごみ処理業務委託関係書類／公務旅費関係書類
／町長関係書類／公共事業関係書類／獣肉加工処理施設管理収支報告書／
放課後児童クラブ関係書類／いじめ問題対策会議関係書類

実 施 機 関 請求件数 開 示 部分開示 非 開 示 文書なし 却 下 不服申立て
町 長 13 ６ ５ ０ ２ ０ ０
教育委員会 ７ ０ ４ ２ １ ０ ３
その他委員会 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
消 防 長 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
議 会 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
合 計 20 ６ ９ ２ ３ ０ ３

●請求内容

情報公開請求は、６名から20件の公文書公開請求があり、その請求内容
および処理状況は次のとおりです。なお、個人情報の開示請求は０件でした。

重
度
心
身
障
が
い
者
・
ひ
と
り

親
医
療
の
受
給
者
証
を
お
持
ち

の
方
へ

現
在
お
持
ち
の
重
度
心
身
障

が
い
者
・
ひ
と
り
親
家
庭
医
療

の
受
給
者
証
は
、
有
効
期
限
が

平
成
29
年
６
月
30
日
ま
で
と

な
って
お
り
ま
す
の
で
、
更
新
の

手
続
き
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

受
給
者
証
更
新
手
続
き
は
、

６
月
23
日
（
金
）
～
30
日
（
金
）

の
期
間
で
行
っ
て
お
り
ま
す
の

で
、
各
総
合
支
所
住
民
課
又
は

住
民
福
祉
課
に
て
手
続
き
を

行
って
く
だ
さ
い
。

●
問
い
合
わ
せ　
弓
削
住
民
課

☎
７
７
ー
２
５
０
３
／
生
名
住

民
課
☎
７
６
ー
３
０
０
０
／
岩

城
住
民
課
☎
７
５
ー
２
５
０
０

／
魚
島
住
民
福
祉
課
☎
７
８
ー

０
０
１
１

小
中
学
校
の
児
童
生
徒
で
、

経
済
的
理
由
に
よ
り
就
学
が
困

難
な
保
護
者
に
対
し
て
、
必
要

な
援
助
を
行
い
ま
す
。

●
対
象
者　
上
島
町
立
の
小
中

学
校
に
在
学
し
て
い
る
児
童
生

徒
の
保
護
者
で
、
次
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
人

•

生
活
保
護
法
に
規
定
す
る
保

護
の
対
象
と
な
って
い
る
人
※
教

育
扶
助
の
範
囲
以
外
で
の
援
助

と
な
り
ま
す

•

児
童
扶
養
手
当
の
支
給
を
受

け
て
い
る
人

•

生
活
保
護
の
停
止
又
は
廃
止

の
決
定
を
受
け
た
人

•

そ
の
他
病
気
、
災
害
、
解
雇

な
ど
特
別
な
事
情
に
よ
り
、
経

済
的
に
就
学
に
困
って
い
る
人

●
申
請
期
間　
当
初
申
請
時
期

（
６
月
中
旬
予
定
）

●
対
象
期
間　
年
度
内
（
４
月

１
日
～
３
月
31
日
）

※
毎
年
度
申
請
が
必
要
で
す
。

当
初
申
請
期
限
日
ま
で
に
申
請

４
月
以
降
に
対
象
基
準
を
満
た

し
た
日
か
ら
対
象

当
初
申
請
期
限
日
翌
日
以
降
に

申
請

申
請
受
付
日
か
ら
対
象

●
申
込
方
法　

｢

就
学
援
助
希

望
申
請
書｣

に
各
証
明
書
等
を

添
え
て
、
教
育
委
員
会
ま
た
は

学
校
に
提
出
し
て
下
さ
い
。

●
問
い
合
わ
せ　
教
育
委
員
会

学
校
教
育
課
☎
７
７
ー

２
２
０
７

重
心
・
ひ
と
り
親
医
療
の

受
給
者
証
更
新
手
続
き

要
保
護
・
準
要
保
護
児
童
生

徒
の
就
学
援
助
に
つ
い
て

お忘れなく！

児童手当現況届は、
６月中にご提出ください

児童手当を受給されている方は、毎年６
月に「児童手当現況届」を提出していただ
く必要があります。現況届は、毎年６月１日
の受給者の方の状況を確認し、手当を引き
続き受けることができるか認定するための
大切な届出です。６月初旬に住民課から専
用の用紙をお送りしますので、必要な書類
と併せてご提出ください。
※現況届の提出がない場合、６月以降の手
当が受けられなくなりますのでご注意くだ
さい。
　詳しくは下記までお問い合わせください。

現況届に必要な添付書類
●受給者が被用者（サラリーマン等の厚生年金加入者）の場合
「健康保険被保険者証（受給者本人）の写し」
又は「年金加入証明書」
●�他の市区町村から転入してきた方で、平成29年１月１日に上島
町内に住所がなかった方

　「児童手当用所得証明書」
※前住所地の市区町村で交付を受けてください。

●その他必要に応じて提出する書類
 養育する児童と別居している場合には、「別居監護申立書」や
児童の「住民票謄本」が必要です。

平成29年度の所得制限限度額

扶養親族等の数 所得制限限度額 収入額の目安
（給与収入のみ）

０人 ６２２万円 ８３３万３千円
１人 ６６０万円 ８７５万６千円
２人 ６９８万円 ９１７万８千円
３人 ７３６万円 ９６０万円
４人 ７７４万円 １,００２万1千円
５人 ８１２万円 １,０４２万1千円

※ 所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族がいる方につ
いての限度額は、上記の額に当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族
１人につき６万円を加算した額です。

※ 扶養親族等の数が６人以上の場合の限度額は、５人を超えた１人につき
38万円（扶養親族等が老人控除対象配偶者又は老人扶養親族であるとき
は44万円）を加算した額です。

※ 児童を養育している方の所得が上記の額以上の場合、法律の附則に基づく
特例給付（児童１人当たり月額一律５,０００円）を支給します。

●問い合わせ
　弓削住民課　　　☎７７－２５０３
　生名住民課　　　☎７６－３０００
　岩総住民課　　　☎７５－２５００
　魚島住民福祉課　☎７８－００１１

●請求件数と処理状況

●問い合わせ
広報情報課☎７７－２５００
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夜
間
の
Ｈ
Ｉ
Ｖ
検
査
・
相
談

を
実
施
し
ま
す
。
※
予
約
不
要

●
日
時　
６
月
６
日
（
火
）
17

時
～
19
時

●
場
所　
今
治
保
健
所
１
階

●
問
い
合
わ
せ　
今
治
保
健
所

感
染
症
対
策
係
☎
０
８
９
８
ー

２
３
ー
２
５
０
０
（
内
線

２
２
８
）

Ｈ
Ｉ
Ｖ
検
査
普
及
週
間

上
島
町
で
は
、
自
転
車
の
交

通
事
故
防
止
を
図
り
、
ヘ
ル
メ
ッ

ト
の
着
用
率
１
０
０
％
を
推
進

す
る
た
め
、
ヘ
ル
メ
ッ
ト
購
入
費

の一部
を
補
助
し
て
い
ま
す
。
自

転
車
に
乗
ら
れ
て
い
る
方
で
、
ヘ

ル
メ
ッ
ト
を
お
持
ち
で
な
い
場
合

は
、
自
身
の
安
全
の
た
め
に
も

是
非
購
入
し
ま
し
ょ
う
。

●
対
象
者
及
び
補
助
金
額　
①

町
内
の
販
売
業
者
で
購
入
し
た

町
民
の
方
の
購
入
費

１
／
２

補
助
（
限
度
額
２
千
円
）
②
町

外
販
売
者
で
購
入
し
た
町
民
の

方
お
よ
び
町
外
か
ら
通
勤
・
通

ヘ
ル
メ
ッ
ト
購
入
費
補
助
金

●
期
間　
６
月
１
日
（
木
）
～

７
日
（
水
）

●
水
道
週
間
ス
ロ
ー
ガ
ン

●
問
い
合
わ
せ　
生
活
環
境
課

☎
７
７
ー
４
５
４
５

第
59
回
水
道
週
間

「
あ
た
り
ま
え

そ
ん
な
み
ず
こ
そ

た
か
ら
も
の
」

●
日
時　
６
月
20
日
（
火
）
13

時
～
15
時
30
分

●
会
場　

ひ
め
ぎ
ん
ホ
ー
ル

サ
ブ
ホ
ー
ル

●
基
調
講
演　

青
野　

慶
久

（
サ
イ
ボ
ウ
ズ
㈱
代
表
取
締
役

社
長
）

●
参
加
料　
無
料

●
申
込
方
法　
電
話
、は
が
き
、

フ
ァッ
ク
ス
、
メ
ー
ル

●
問
い
合
わ
せ　

県
男
女
参

画
・
県
民
共
同
課
男
女
参
画
グ

ル
ー
プ
☎
０
８
９
ー
９
１
２
ー

２
３
３
２

男
女
参
画
社
会
づ
く
り
推
進

県
民
大
会
参
加
者
募
集

学
し
、
町
内
で
自
転
車
を
利
用

し
て
い
る
方
の
購
入
費　
１
／
３

（
限
度
額
２
千
円
）

●
申
請
に
必
要
な
も
の　
①
上

島
町
自
転
車
ヘ
ル
メ
ッ
ト
購
入

費
補
助
金
交
付
申
請
兼
請
求
書

②
販
売
業
者
の
発
行
し
た
領
収

書
の
原
本

●
問
い
合
わ
せ

総
務
課
☎

７
７
ー
２
５
０
０

県
民
総
合
文
化
祭
に
新
風
を

吹
き
こ
む
文
化
事
業
企
画
を
募

集
し
ま
す
。
採
択
さ
れ
た
企
画

に
対
し
、
実
施
経
費
の一部
を
助

成
し
ま
す
。（
原
則
２
件
、

50
万
円
以
内
）

●
募
集
締
切　
６
月
30
日（
金
）

●
応
募
方
法　
企
画
書
に
必
要

事
項
を
記
入
の
う
え
、
郵
送
、

フ
ァ
ッ
ク
ス
、
メ
ー
ル
ま
た
は

持
参
※
企
画
書
は
県
Ｈ
Ｐ
か
ら

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可

●
問
い
合
わ
せ　
県
文
化
協
会

事
務
局
（
県
文
化
・
ス
ポ
ー
ツ

県
民
総
合
文
化
祭

文
化
事
業
企
画
の
募
集

振
興
課
内
）

☎
０
８
９
ー
９
３

２
ー
８
３
１
０

お知らせお知らせ

え
ひ
め
か
ら
世
界
を
目
指
す
ス

ポ
ー
ツ
が
大
好
き
な
児
童
・
生

徒
を
募
集
し
ま
す
！

●
募
集
締
切　
７
月
10
日（
月
）

●
対
象

県
内
の
小
学
４
年
生

～
中
学
２
年
生
で
、
土
曜
日
18

時
～
20
時
に
実
施
す
る
プ
ロ
グ

ラ
ム
に
参
加
が
で
き
、
保
護
者

に
よ
る
送
迎
が
可
能
な
者

え
が
お
の
ジュニ
ア
ア
ス
リ
ー
ト

３
期
生
募
集

●
選
考
方
法

新
体
力
テ
ス
ト

の
結
果
等
に
よ
る
書
類
選
考

後
、
実
技
テ
ス
ト
を
実
施

●
募
集
人
数

　

小
学
４
年
生　

20
～
30
名
、

小
学
５
年
生
か
ら
中
学
２
年
生

若
干
名

●
応
募
方
法　
学
校
で
配
付
さ

れ
る
申
込
用
紙
を
学
級
担
任
の

先
生
に
提
出

●
問
い
合
わ
せ　
県
教
育
委
員

会
保
健
体
育
課
☎

０
８
９
ー
９
６
０

ー
８
８
５
０

平和を仕事にする。陸・海・空自衛官募集！

募 集
種 目 種目の概要 応募資格 受付期間

１次試験
時期 場所

一般曹
候補生

•現場で活躍をしながら曹を養成する制度
•入隊２年９ヶ月以降、選考で曹に昇任

18歳以上27歳未満
（現高３生含）

7/1（土）
～

9/8（金）
※自衛官
候補生は

随時

9/16(土）〜18（月）
のうち１日

今治市
中央消防署

自衛官
候補生

•３ヶ月後に２等陸・海・空士に任用
• 陸上は１年９ヶ月、海上・航空は２年９ヶ月
を１任期として任用（以降は２年を１任期）

一般：8/24（木）〜27（日）
のうち１日／高校生・一
般：9/20（ 水 ）〜23（ 土 ）
のうち1日

陸上自衛隊
松山駐屯地

航 空
学 生

• 海上・航空自衛隊のパイロットを養成す
るコース

• 高等学校卒業後、最も早くパイロットに
なれます

海:18歳以上23歳未満
空:18歳以上21歳未満

高卒者または高専
３年次修了者（見込含）

9/18（月） 松山大学

個人の希望能力に応じて選べる進路（すべての種目受験可能・受験料無料・試験会場まで送迎有り）

上島町内において適宜に説明会を行う予定です。お気軽にお越しください。

●申し込み・問い合わせ　自衛隊愛媛地方協力本部今治地域事務所☎０８９８ー３３ー００３８

上島町デジタルアーカイブがオープン！

歴史や文化、景観などの上島町の魅力を発信する「上島町デ
ジタルアーカイブ」のインターネットでの配信を開始しました。デ
ジタルアーカイブ（digital archive）とは、図書・出版物、公
文書、美術品・博物品・歴史資料等公共的な知的資産をデジ
タル化して記録保存を行い、インターネット上で電子情報として
共有・利用できる仕組みです。 
上島町デジタルアーカイブでは、民俗資料や岩城郷土館資料な
どの町内の文化財、町内を撮影した写真や映像、第１回かみじ
ま景観スケッチコンテスト入賞作品などご覧いただけます。今後、
新しい資料を追加し、デジタルアーカイブの充実を図っていきま
すので、ぜひご利用ください。

上島町デジタルアーカイブ　トップページ

気になる情報はジャンルや地図から検索

●アクセス方法

「上島町デジタルアーカイブ」で検索または、下
記URLを入力してサイトにアクセスしてください。

パソコン

スマートフォン・
タブレット

右のQRコードを読み込むか、下記
URLを入力してサイトにアクセスし
てください。

上島町デジタルアーカイブ　http://www.kamijima-archive.jp/

●問い合わせ
教育委員会生涯学習課☎７７－２１２８

上
島
町
で
は
、
こ
れ
ま
で
、

ま
ち
づ
く
り
懇
談
会
を
各
地
区

に
お
い
て
開
催
し
、
町
民
の
皆

様
の
声
を
直
接
聞
か
せ
て
い
た

だ
い
て
い
ま
し
た
が
、
更
な
る
自

治
意
識
の
高
揚
と
町
民
と
行
政

の
協
働
の
ま
ち
づ
く
り
を
推
進

す
る
た
め
、「
し
ま
の
未
来
懇

談
会
」
を
新
た
に
実
施
す
る
こ

と
と
し
ま
し
た
。
上
島
町
の
未

来
に
つ
い
て
、
町
長
と
の
意
見

交
換
を
希
望
さ
れ
る
町
民
の
皆

さ
ま
の
要
請
に
応
じ
て
、
随
時

開
催
さ
れ
る
も
の
で
す
の
で
、

是
非
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

●
対
象
者　
町
内
に
在
住
、
在

勤
又
は
在
学
す
る
方
で
構
成
さ

れ
る
概
ね
５
人
以
上
の
団
体
お

よ
び
グ
ル
ー
プ

●
実
施
日
時　
原
則
９
時
か
ら

21
時
ま
で
の
間
で
１
時
間
程
度

●
実
施
の
制
限　
公
の
秩
序
を

乱
す
お
そ
れ
、
政
治
・
宗
教
・

営
利
を
目
的
と
し
た
催
し
、
批

判
、
苦
情
、
個
別
相
談
な
ど
、

座
談
会
の
目
的
に
反
す
る
と
認

め
ら
れ
る
と
き
は
、
実
施
し
な

い●
そ
の
他

懇
談
会
の
実
施
場

し
ま
の
未
来
懇
談
会

所
の
確
保
、
運
営
に
係
る
費
用

の
負
担
に
つ
い
て
は
、
原
則
と

し
て
懇
談
会
申
込
者
が
行
う

●
申
し
込
み・
問
い
合
わ
せ

広
報
情
報
課
☎
７
７
ー

２
５
０
０
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